
問合せ先 給付貸付課資格担当 03-5320-6826

医療機関等の受診はマイナ保険証の利用を基本とする仕組みに完全移行し、マイナ
保険証の活用がさらに広がっています。今回はスマホ保険証とマイナ救急について
ご紹介します。

スマホ保険証とマイナ救急について

スマホ保険証とマイナ救急って何？

問合せ先 福利厚生課経理担当 03-5320-6822

新制度のご案内

子ども・子育て支援掛金（仮称）の徴収が始まります
子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい仕組みとして、子ども・子育て

支援金制度が創設され、当共済組合を含む医療保険者は、子ども・子育て支援納付金を国へ
納付することとなりました。令和8年度から、納付に要する費用の一部を短期掛金と併せて徴
収します。今後、国から子ども・子育て支援掛金率（仮称）が示されましたら、お知らせします。

スマートフォンをマイナ保険証として利用する方法は？
マイナ保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに

追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、
医療機関等で利用できます。機器の準備の整った医療機関等で順次、利用
可能となります。

マイナ救急ってどんな取組み？
救急現場において救急隊員がマイナ保険証を活用し、傷病者の

医療情報を把握することで、適切な搬送先医療機関の選定やスムー
ズな処置が受けられるなど「もしも」の時に役立つ取組みです。

設定方法

マイナ救急実施の流れ 必要な準備

❶ �マイナ保険証の利用登録（マイナ保険証
を利用していれば不要）

❷ �スマートフォンに
マイナンバーカードを追加

119番通報時に指令員が通報者に対し、マイナ保険証の準備を依頼

傷病者が医療情報の閲覧に同意（意識不明の場合など例外有）

救急隊員がマイナ保険証を読み取り、傷病者の過去の�
受診歴や薬剤情報などの医療情報を閲覧

適切な搬送先医療機関の選定や処置に活用

マイナンバーカードの取得

＋＋
マイナ保険証の利用登録

＋＋
外出時にマイナンバー 
カードを持ち歩くこと

※��Android11以上の
バージョンが必要です。

▼�Androidの登録の詳細はこちら

※��ios18.5以上の
バージョンが必要です。

▼��iPhoneの登録の詳細はこちら

マイナ保険証の利用登録がまだの方はお早めに
ご登録ください。

◀詳細はこちら

▼詳細はこちら
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